
                                              令和 4年 3月 18日改訂  

  

知っておきたい相続 
 

誰にでも身近で起こりうる法律問題の一つ「相続」について、調べるときに参考になる図書やサイト、

関連機関をご紹介します。                        

※【 】内は、ある場所：ラベルの番号です。 

◇キーワード、分類  

 「相続」「相続税」「贈与」「財産」「遺産分割」「遺留」「家族信託」「資産評価」（検索項目「タイトル」、 「キーワード」に 

使用します）   「324.7」（相続法）「345.5」（財産税）(書架で探す時に分類を参考にします)  

１．図書館で調べる            

   ■ 「相続」について書かれた図書を紹介します。  

・『新しい相続のルールがわかる!－相続法改正を司法書士がやさしく解説 改訂改題版』 

（日本司法書士会連合会／編 中央経済社 2019）【一般１階：324.7／ア】  

   ・『要点解説令和時代の相続法』（菊池捷男／著 現代書林 2019）【一般１階：324.7／キ】  

   ・『タイムリミットで考える相続税対策実践ハンドブック 令和２年９月改訂』 

    （山本和義／著 清文社 2020）【一般１階：336.98／ヤ】 

         ・『相続前,相続後,申告・納期限経過後の 3段階からみる相続と税の実務に関する 32ポイント』 

（岡田俊明／編著 日本加除出版 2019）【一般１階：345.53／オ】  

   ・『ゼロからはじめる相続必ず知っておきたいこと 100 改訂２版』 

（深代勝美／編著，深代会計事務所／著 あさ出版 2020）【一般１階：345.53／フ】  

 

■ 「相続」裁判・判例について書かれた図書を紹介します。  

   ・『民法３ 第４版 親族法・相続法』（我妻榮／ほか著 勁草書房 2020）【一般１階：324／ミ】  

   ・『裁判例からみる相続税法 ４訂版』（池本 征男，酒井 克彦／共著 大蔵財務協会 2021） 

【一般１階：345.53／イ】  

■ 路線価（相続税・贈与税路線価）   

  ・『路線価図』（名古屋国税局）【郷土２階：G340／ナ】 岐阜県分は昭和 58年より所蔵しています。 

国税庁ホームページから全国の『路線価図・評価倍率表』を平成２１年から見ることができます。  

(https://www.rosenka.nta.go.jp/)  

 

■ 関連する「調べ方案内」  

・No.11「法令を調べる」  岐阜県図書館ホームページでも見ていただけます。 

トップページ＞本・資料を探す＞テーマで探す＞しらべかた案内 

(https://www.library.pref.gifu.lg.jp/find-books/search-by-theme/how-to-search/)  

 

■ データベース  

・D1-Law.com第一法規法情報総合データベース【１階データベースコーナー】  

岐阜県図書館 
しらべかた案内 

Ｎｏ．１５ 
 

https://www.rosenka.nta.go.jp/


  

  
  

  

２．インターネットで調べる  

・裁判所（https://www.courts.go.jp/index.html）  

裁判所トップページ＞裁判手続案内＞裁判手続 家事事件Ｑ＆Ａがあり、相続の項目があります。 

サイト内検索ができます。  

    ・国税庁（http://www.nta.go.jp/）  

              相続税や贈与税についてのタックスアンサーがあります。  

・日本公証人連合会（https://www.koshonin.gr.jp/）公証事務Ｑ＆Ａ、岐阜県内の公証役場一覧 

がわかります。  

・日本弁護士連合会（https://www.nichibenren.or.jp/）  

地域の相談窓口がわかります。また、弁護士を探すことができます。  

  

このほか、弁護士事務所や司法書士事務所等の法律事務所また税理士事務所のホームページには、相続に 

関するＱ＆Ａが掲載されていることがありますので、参考にすることができます。  

  

※ なお、ここまでに紹介した図書や情報は、それぞれ執筆・製作された時期の法律に依拠して 

います。法改正には十分ご注意ください。  

 

３．専門家に相談する  

法律の専門家による無料相談を実施している機関を紹介します。  

・岐阜県司法書士会（https://www.gifu-shihoushoshi.or.jp/）電話番号:058-246-1568 

各地域で司法書士による相談会を実施しています。（要予約）  

・岐阜県行政書士会（http://www.gifu-gyosei.or.jp/）電話番号:058-263-6580  

各地域で行政書士による相談会を実施しています。（要予約）  

 ・名古屋税理士会（https://www.meizei.or.jp/）  

     岐阜県内には岐阜北、岐阜南、大垣、高山、多治見、関、中津川に支部があり、各支部で税務相談所を 

設置しています。  

    

「日本司法支援センター法テラス」では、無料の法律相談を行っています。（要予約）  

・法テラス（https://www.houterasu.or.jp/）電話番号:0570-078374  

     県内には、法テラス岐阜、法テラス可児、法テラス中津川があります。   

   

このほか、各自治体でも法律に関する無料相談会が開催されています。詳しくは、お住まいの市町村 

におたずねください。  

 

（ＵＲＬ確認：2022年 3月） 

◇詳しいことは、カウンターでおたずねください。  
 

岐阜県・新聞・地図関係→第３カウンター（２階）   〒500-8368 岐阜市宇佐 4-2-1  
電話: 058-275-5111 Fax: 058-275-5115  

児童書→第１（児童）カウンター    その他→第２カウンター（１階）      URL：https://www.library.pref.gifu.lg.jp/   


